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へ
の
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管
促
進
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関
す
る
質
問
に

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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三 

 
衆
議
院
議
員
柴
田
睦
夫
君
提
出
件
名
外
の
閣
議
決
定
等
の
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
促
進
等
に
関 

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

閣
議
に
付
議
さ
れ
た
案
件
の
う
ち
、
そ
の
公
表
が
国
の
安
全
、
利
益
に
損
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

等
に
つ
い
て
は
、
関
係
省
庁
か
ら
の
申
出
に
基
づ
き
、
公
表
を
差
し
控
え
る
こ
と
も
あ
る
。 

な
お
、
最
近
に
お
い
て
不
公
表
と
さ
れ
て
い
る
案
件
は
、
昭
和
五
十
四
年
一
件
、
五
十
五
年
二
件
、
五
十
六

年
一
件
、
五
十
八
年
一
件
で
あ
る
。 

「
閣
議
及
び
事
務
次
官
等
会
議
付
議
事
項
の
件
名
等
目
録
」
は
、
内
閣
官
房
に
お
い
て
、
閣
議
及
び
事
務
次
官

等
会
議
に
付
議
さ
れ
た
案
件
の
う
ち
、
不
公
表
と
さ
れ
て
い
る
案
件
、
叙
位
・
叙
勲
等
の
人
事
関
係
案
件
、
恩

赦
等
を
除
い
て
、
日
常
業
務
を
円
滑
に
処
理
す
る
上
で
参
考
と
な
る
案
件
を
資
料
と
し
て
整
理
し
、
編
集
し
た 



二
に
つ
い
て 

国
立
公
文
書
館
は
、
国
の
行
政
に
関
す
る
公
文
書
そ
の
他
の
記
録
を
保
存
し
、
閲
覧
に
供
す
る
等
の
事
務
を

所
掌
し
て
い
る
。
公
文
書
等
の
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
及
び
国
立
公
文
書
館
に
お
け
る
公
開
措
置
に
つ
い
て

は
、
国
立
公
文
書
館
が
各
省
庁
と
協
議
の
上
、
従
来
か
ら
そ
の
促
進
を
図
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の

運
用
上
の
基
準
と
し
て
、
昭
和
五
十
五
年
五
月
二
十
七
日
付
け
閣
議
了
解
「
情
報
提
供
に
関
す
る
改
善
措
置
等

に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
同
年
十
二
月
二
十
五
日
各
省
庁
連
絡
会
議
に
お
い
て
「
申
合
せ
」
を
行
つ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。 

も
の
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




